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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（ＩＩ）で表される疎水性モノマーから誘導される１種又は２種以上の構成単
位（ａ）と、下記一般式（ＩＶ）で表される親水性モノマーから誘導される１種又は２種
以上の構成単位（ｂ）を必須構成単位として有する水溶性コポリマーを含む皮膚洗浄料。
 
一般式（ＩＩ）
【化１】

（ＩＩ）
（一般式（ＩＩ）中Ｒ３は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ４，Ｒ５
は同一でも異なっていてもよく、環構造を含まない、分岐を有する、炭素数６～２２のア
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シル基を表す。Ｘは三価のアルコールからＯＨ基が脱離した基を表す。）
 
一般式（ＩＶ）
【化２】

（ＩＶ）
（一般式（ＩＶ）中Ｒ１０は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ１１は
水酸基を有していてもよい炭素数２～４のアルキレン基を表し、Ｒ１２は水素原子、炭素
数６～１０の芳香族炭化水素基、炭素数１～１４の脂肪族炭化水素基又は炭素数１～１２
のアシル基を表す。ｎは６～４０の整数を表す。）
【請求項２】
前記水溶性コポリマーが、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル
酸メトキシＰＥＧ－２３）コポリマーであることを特徴とする、請求項１に記載の皮膚洗
浄料。
【請求項３】
さらに、脂肪酸を含み、前記水溶性コポリマーと脂肪酸との含有質量比が、１：８０～１
：４０であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の皮膚洗浄料。
【請求項４】
前記水溶性コポリマーの含有量が０．１～２０質量％であることを特徴とする、請求項１
～３の何れか一項に記載の皮膚洗浄料。
【請求項５】
泡立て洗浄料であることを特徴とする、請求項１～４の何れか一項に記載の皮膚洗浄料。
【請求項６】
ジェル状であることを特徴とする、請求項１～４の何れか一項に記載の皮膚洗浄料。
【請求項７】
界面活性剤を含むことを特徴とする、請求項１～６の何れか一項に記載の皮膚洗浄料。
【請求項８】
前記界面活性剤として非イオン性界面活性剤を含むことを特徴とする、請求項７に記載の
皮膚洗浄料。
【請求項９】
前記水溶性コポリマーと前記非イオン性界面活性剤の含有質量の比が、１：２０～１：０
．５であることを特徴とする、請求項８に記載の皮膚洗浄料
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は水溶性コポリマーを含む皮膚洗浄料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗顔料などの皮膚洗浄料においては、泡立ちの良さ、洗浄力の良さ、洗い流し後
のさっぱり感等に優れることから高級脂肪酸のカリウム塩が多用されてきた。しかしなが
ら、高級脂肪酸のカリウム塩を主成分とした皮膚洗浄料は、このような優れた性質を有し
ている反面、クリーミィな泡質が得られにくい、洗浄により肌が過度に脱脂されやすい、
また、石鹸カス（スカム）が肌に残ることで使用後に肌がつっぱりやすいという問題点も
あった。
【０００３】
　このような問題点を改善する方法として、高級脂肪酸とアシルタウリン塩型、アシルイ
セチオン酸型、リン酸エステル型、アシルアミノ酸型等の界面活性剤との併用（例えば特
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許文献１）、界面活性剤以外の添加剤（例えば、シリコーン化合物や特定の糖脂質、ラフ
ィノース、植物種子粘質物、種々の高分子化合物等）の配合（例えば特許文献２～８）等
が提案されている。
　また高級脂肪酸のカリウム塩を主成分とせず、アシルグリシン型界面活性剤と特定の高
分子化合物を組み合わせることにより上記問題点を改良する試みもなされている（特許文
献９参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２４８２９８号公報
【特許文献２】特開平１０－７７２０６号公報
【特許文献３】特開２００１－７２５７４号公報
【特許文献４】特開２０００－１７８１７２号公報
【特許文献５】特開平１１－２０９７９９号公報
【特許文献６】特開２００３－７３２５７号公報
【特許文献７】特開２００７－２７７１４０号公報
【特許文献８】特開平１０－１８３１９３号公報
【特許文献９】特開平９－７８０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、近年の消費者ニーズの高まりにより、特に泡質や洗浄後の感触に関して
は、これらの方法では十分に満足できるものではなく、更なる改良が望まれてきた。
【０００６】
　このような状況に鑑みて、本発明が解決しようとする課題は、皮膚洗浄料の使用後の肌
のつっぱり感を低減する新規の技術を提供することにある。
　また、洗浄力、泡立ちの良さ、良好な泡質、使用後のぬめり感の無さ、肌へののばしや
すさ等の本来皮膚洗浄料が有している有利な効果を損なうことなく、使用後の肌のつっぱ
り感を低減する技術を提供することを第２の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本発明は、下記一般式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される
疎水性モノマーから誘導される１種又は２種以上の構成単位（ａ）と、親水性モノマーか
ら誘導される１種又は２種以上の構成単位（ｂ）を必須構成単位として有する水溶性コポ
リマーを含む皮膚洗浄料である。
【０００８】
一般式（Ｉ）
【化１】

（Ｉ）
（一般式（Ｉ）中Ｒ１は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ２は炭素数
１３～３０の環構造を含まない分岐状炭化水素基、または、環構造を含まない、２つ以上
の分岐を有する炭素数６～１２の炭化水素基を表す。）
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【０００９】
一般式（ＩＩ）
【化２】

（ＩＩ）
（一般式（ＩＩ）中Ｒ３は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ４，Ｒ５
は同一でも異なっていてもよく、環構造を含まない、分岐を有する、炭素数６～２２のア
シル基を表す。Ｘは三価のアルコールからＯＨ基が脱離した基を表す。）
【００１０】
一般式（ＩＩＩ）

【化３】

（ＩＩＩ）
（一般式（ＩＩＩ）中Ｒ６は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ７，Ｒ
８，Ｒ９は同一でも異なっていてもよく、環構造を含まない、分岐を有する、炭素数６～
２２のアシル基を表す。Ｙは四価のアルコールからＯＨ基が脱離した基を表す。）
【００１１】
　本発明の皮膚洗浄料は、前記水溶性コポリマーを含むことによって、良質な泡立ちとク
リーミーな泡質を備えながらも、使用後のつっぱり感の低減を実現している。
【００１２】
　本発明の好ましい形態では、前記親水性モノマーが、重合性カルボン酸、下記一般式（
ＩＶ）で表される親水性モノマー、下記一般式（ＶＩ）で表される親水性モノマー、下記
一般式（ＶＩＩ）で表される親水性モノマー及び下記一般式（ＶＩＩＩ）で表される親水
性モノマーからなる群から選ばれる１種又は２種以上の親水性モノマーである。
【００１３】
一般式（ＩＶ）

【化４】

（ＩＶ）
（一般式（ＩＶ）中Ｒ１０は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ１１は
水酸基を有していてもよい炭素数２～４のアルキレン基を表し、Ｒ１２は水素原子、炭素
数６～１０の芳香族炭化水素基、炭素数１～１４の脂肪族炭化水素基又は炭素数１～１２
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のアシル基を表す。ｎは６～４０の整数を表す。）
【００１４】
一般式（ＶＩ）
【化５】

（ＶＩ）
（一般式（ＶＩ）中Ｒ１５は水素原子またはメチル基をあらわす。）
 
【００１５】
一般式（ＶＩＩ）

【化６】

（ＶＩＩ）
（一般式（ＶＩＩ）中Ｒ１６は水素原子またはメチル基を、Ｇ－Ｏ－は還元糖の１位の水
酸基より水素を除いた基を表す。ｍは２又は３を、ｌは１～５の整数を表す。）
【００１６】
一般式（ＶＩＩＩ）

【化７】

（ＶＩＩＩ）
（一般式（ＶＩＩＩ）中Ｒ１７は水素原子またはメチル基を、Ｒ１８はアミノ酸残基、ポ
リアミン残基又はアミノアルコール残基を表す。Ｑは酸素原子又はＮＨで表される基を表
す。）
【００１７】
　このような親水性モノマーから誘導される構成単位（ｂ）を含む水溶性コポリマーを含
むことによって、本発明の皮膚洗浄料の使用後のつっぱり感をより低減することができる
。
【００１８】
　本発明の好ましい形態では、前記疎水性モノマーが前記一般式（ＩＩ）で表される疎水
性モノマーであり、前記水溶性モノマーが前記一般式（ＩＶ）で表される親水性モノマー
である。
　このような疎水性モノマーと親水性モノマーから誘導される構成単位を有する水溶性コ
ポリマーを含むことによって、本発明の皮膚洗浄料の使用後のつっぱり感をより低減する
ことができる。
【００１９】
　本発明の実施の形態では、前記水溶性コポリマーの含有量が０．１～２０質量％である
。
　水溶性コポリマーの含有量を前記範囲とすることによって、本発明の皮膚洗浄料の使用
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時におけるぬめり感を低減することができる。
【００２０】
　本発明は泡立て洗浄料に適用することが好ましい。
　本発明によれば、泡立て洗浄料の泡立ちや泡質を阻害することなく、使用後の肌のつっ
ぱり感を低減することができる。
【００２１】
　本発明はジェル状の皮膚洗浄料に適用することが好ましい。
　本発明によれば、ジェル状の皮膚洗浄料の肌へののばしやすさを向上させながら、使用
後の肌のつっぱり感を低減させることができる。
【００２２】
　界面活性剤を含む皮膚洗浄料は洗浄力が比較的強いため、使用後のつっぱり感も強い。
そのため、本発明は界面活性剤を含む形態の皮膚洗浄料に適用することが好ましい。本発
明によれば、界面活性剤の優れた洗浄力を損なうことなく、または、向上させながら、皮
膚洗浄料の使用後の肌のつっぱり感を低減することができる。
【００２３】
　脂肪酸石鹸を含む皮膚洗浄料は泡立ちがよく、クリーミーな泡質を有し、洗浄力に優れ
ているが、使用後に強いつっぱり感を感じさせるものであった。そのため、本発明は、脂
肪酸石鹸を含む形態の皮膚洗浄料に適用することが好ましい。本発明によれば、脂肪酸石
鹸を含む皮膚洗浄料の有する有利な効果を損なうことなく、使用後の肌のつっぱり感を低
減することができる。
【００２４】
　本発明の好ましい形態では、前記水溶性コポリマーと前記脂肪酸石鹸の含有質量の比が
、１：５００～１：２、好ましくは１：２００～１：３、より好ましくは１：１００～１
：５である。
　前記水溶性コポリマーの含有量を前記範囲とすることによって、脂肪酸石鹸を含む皮膚
洗浄料の使用後のつっぱり感をより効果的に低減することができる。
【００２５】
　本発明は非イオン性界面活性剤を含む皮膚洗浄料に適用することも好ましい。
　本発明によれば、非イオン性界面活性剤を含む皮膚洗浄料の洗浄力を向上させながら、
使用後の肌のつっぱり感を低減することができる。
【００２６】
　本発明の好ましい形態では、前記水溶性コポリマーと前記非イオン性界面活性剤の含有
質量の比が、１：２０～１：０．５、好ましくは１：１５～１：０．７、より好ましくは
１：１０～１：１である。
　水溶性コポリマーと非イオン性界面活性剤の含有量の比を前記範囲とすることによって
、使用後のつっぱり感をより効果的に低減することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、使用後のつっぱり感が低減された皮膚洗浄料を提供することができる
。
　また、脂肪酸石鹸を含む皮膚洗浄料に本発明を適用する場合には、良質な泡立ちやクリ
ーミーな泡質を阻害することなく、使用後のつっぱり感を低減することができる。
　また、本発明をジェル状の皮膚洗浄料に適用する場合であっても、使用後のつっぱり感
を低減する効果を得られる。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の皮膚洗浄料の特徴は、疎水性モノマーから誘導される構成単位（ａ）と、親水
性モノマーから誘導される構成単位（ｂ）を有する水溶性コポリマーを含むことである。
以下、＜１＞の項目において、疎水性モノマー、親水性モノマー及びこれらのコポリマー
である水溶性コポリマーについて説明する。
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【００２９】
＜１＞水溶性コポリマー
（１）疎水性モノマー
　本発明においては、前記一般式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される疎水性モノ
マーから誘導される構成単位（以下、単に、「構成単位Ｉ」などと呼ぶこともある）の一
種または二種以上を必須構成単位として含有する水溶性コポリマーを用いる。
　なお、本発明において、「モノマーから誘導される構成単位」とは、対応するモノマー
が有する炭素－炭素不飽和結合が重合反応によって開裂して形成される構成単位を言う。
　以下、一般式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される疎水性モノマーについて説明
する。
【００３０】
（１－１）一般式（Ｉ）で表される疎水性モノマー
　前記一般式（Ｉ）において、Ｒ１は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、
Ｒ２は炭素数１３～３０の環構造を含まない分岐状炭化水素基または、環構造を含まない
、２つ以上の分岐を有する炭素数６～１２の炭化水素基を表す。
　ここで、Ｒ１で表されるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソ
プロピル基、シクロプロピル基等が例示できる。本発明において、Ｒ１は水素原子又はメ
チル基であることが好ましい。
【００３１】
　また、Ｒ２で表される炭素数１３～３０の環構造を含まない分岐状炭化水素基としては
、1－メチルドデカニル基、１１－メチルドデカニル基、３－エチルウンデカニル基、３
－エチル－４，５，６－トリメチルオクチル基、1－メチルトリデカニル基、1－ヘキシル
オクチル基、２－ブチルデカニル基、２－ヘキシルオクチル基、４－エチル－１－イソブ
チルオクチル基、１－メチルペンタデカニル基、２－ヘキシルデカニル基、２－オクチル
デカニル基、２－ヘキシルドデカニル基、１６－メチルヘプタデカニル基、９－メチルヘ
プタデカニル基、７－メチル－２－(３－メチルヘキシル)デカニル基、３，７，１１，１
５－テトラ－メチルヘキサデカニル基、２－オクチルドデカニル基、２－デシルテトラデ
カニル基、２－ドデシルヘキサデカニル基等を例示することができる。
【００３２】
　また、Ｒ２で表される、環構造を含まない、２つ以上の分岐を有する炭素数６～１２の
炭化水素基としては２，２－ジメチルブチル基、２，３－ジメチルブチル基、３，３－ジ
メチルブチル基、１，３－ジメチルブチル基、１，２，２－トリメチルプロピル基、１，
１－ジメチルペンタニル基、１－イソプロピルブチル基、１－イソプロピル－２－メチル
プロピル基、１，１－ジエチルプロピル基、１－エチル－１－イソプロピルプロピル基、
２－エチル－４－メチルペンチル基、１－プロピル－２，２－ジメチルプロピル基、１，
１、２－トリメチル－ペンチル基、１－イソプロピル－３－メチルブチル基、１，２－ジ
メチル－１－エチルブチル基、１，３－ジメチル－１－エチルブチル基、１－エチル－１
－イソプロピル－プロピル基、１，１－ジメチルヘキシル基、１－メチル－１－エチルペ
ンチル基、１－メチル－１－プロピルブチル基、１，４―ジメチルヘキシル基、１－エチ
ル－３―メチルペンチル基、１，５―ジメチルヘキシル基、１－エチル－６－メチルヘプ
チル基、１，１，３，３－テトラメチルブチル基、１，２－ジメチル－１－イソプロピル
プロピル基、３－メチル－１－（２，２－ジメチルエチル）ブチル基、１－イソプロピル
ヘキシル基、３．５．５－トリメチルヘキシル基、２－イソプロピル－５－メチルヘキシ
ル基、１，５－ジメチル－１－エチルヘキシル基、３，７－ジメチルオクチル基、２，４
，５－トリメチルヘプチル基、２，４，６－トリメチルヘプチル基、３，５－ジメチル－
１－（２，２－ジメチルエチル）ヘキシル基等を例示することができる。
【００３３】
（１－２）一般式（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される疎水性モノマー
　前記一般式（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）において、Ｒ３、Ｒ６は水素原子または炭素数１～
３のアルキル基を表し、Ｒ４，Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９は同一でも異なっていてもよく、
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環構造を含まない、分岐を有する、炭素数６～２２のアシル基を表す。Ｘは三価のアルコ
ールからＯＨ基が脱離した基を表す。
【００３４】
　ここで、Ｒ３、Ｒ６で表されるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、シクロプロピル基等が例示できる。本発明において、Ｒ３は水素原子
又はメチル基であることが好ましい。
【００３５】
　また、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９で表される環構造を含まない、分岐を有する炭素
数６～２２のアシル基としては、２－メチルペンタノイル基、３－メチルペンタノイル基
、４－メチルペンタノイル基、２－エチルブタノイル基、２－エチルブタノイル基、２，
２－ジメチルブタノイル基、３，３－ジメチルブタノイル基、２－メチルヘキサノイル基
、４－メチルヘキサノイル基、５－メチルヘキサノイル基、２，２－ジメチルペンタノイ
ル基、４，４－ジメチルペンタノイル基、２－メチルヘプタノイル基、２－エチルヘキシ
ル基、２－プロピルペンタノイル基、２，２－ジメチルヘキサノイル基、２，２，３－ト
リメチルペンタノイル基、２－メチルオクタノイル基、３，３，５－トリメチルヘキサノ
イル基、２－メチルノナノイル基、４－メチルノナノイル基、８－メチルノナノイル基、
４－エチルオクタノイル基、２－エチルオクタノイル基、２－ブチルヘキサノイル基、２
－tert－ブチルヘキサノイル基、２，２－ジエチルヘキサノイル基、２，２－ジメチルオ
クタノイル基、３，７－ジメチルオクタノイル基、ネオデカノイル基、７－メチルデカノ
イル基、２－メチル－２－エチルオクタノイル基、２－メチルウンデカノイル基、１０－
メチルウンデカノイル基、２，２ジメチルデカノイル基、２－エチルデカノイル基、２－
ブチルオクタノイル基、ジエチルオクタノイル基、２－tert－ブチル－２，２，４－トリ
メチルペンタノイル基、１０－メチルドデカノイル基、３－メチルドデカノイル基、４－
メチルドデカノイル基、１１－メチルドデカノイル基，１０－エチルウンデカノイル基、
１２－メチルトリデカノイル基、２－ブチルデカノイル基、２－ヘキシルオクタノイル基
、２－ブチル－２－エチルオクタノイル基、１２－メチルテトラデカノイル基、１４－メ
チルペンタデカノイル基、２－ブチルドデカノイル基、２－ヘキシルデカノイル基、１６
－メチルヘプタデカノイル基、２，２－ジメチルヘキサノイル基、２－ブチルヘキサデカ
ノイル基、２－ヘキシルドデカノイル基、２，４，１０，１４－テトラメチルペンタノイ
ル基、１８－メチルノナデカノイル基、３，７，１１，１５－テトラ－メチルヘキサデカ
ノイル基、１９－メチルエイコサノイル基等を例示することができる。
【００３６】
　また、本発明の好ましい実施の形態では、一般式（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）において、Ｒ
４，Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９は同一でも異なっていてもよく、環構造を含まない、分岐を
有する、炭素数１０～２２のアシル基、または、環構造を含まない、２つ以上の分岐を有
する炭素数６～９のアシル基である。
【００３７】
　このような、好ましい実施の形態におけるＲ４，Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９で表される、
環構造を含まない、分岐を有する炭素数１０～２２のアシル基としては、２－メチルノナ
ノイル基、４－メチルノナノイル基、８－メチルノナノイル基、４－エチルオクタノイル
基、２－エチルオクタノイル基、２－ブチルヘキサノイル基、２－tert－ブチルヘキサノ
イル基、２，２－ジエチルヘキサノイル基）、２，２－ジメチルオクタノイル基、３，７
－ジメチルオクタノイル基、ネオデカノイル基）、７－メチルデカノイル基、２－メチル
－２－エチルオクタノイル基、２－メチルウンデカノイル基、１０－メチルウンデカノイ
ル基、２，２ジメチルデカノイル基、２－エチルデカノイル基、２－ブチルオクタノイル
基、ジエチルオクタノイル基、２－tert－ブチル－２，２，４－トリメチルペンタノイル
基、１０－メチルドデカノイル基、３－メチルドデカノイル基、４－メチルドデカノイル
基、１１－メチルドデカノイル基，１０－エチルウンデカノイル基、１２－メチルトリデ
カノイル基、２－ブチルデカノイル基、２－ヘキシルオクタノイル基、２－ブチル－２－
エチルオクタノイル基、１２－メチルテトラデカノイル基、１４－メチルペンタデカノイ
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ル基、２－ブチルドデカノイル基、２－ヘキシルデカノイル基、１６－メチルヘプタデカ
ノイル基、２，２－ジメチルヘキサノイル基、２－ブチルヘキサデカノイル基、２－ヘキ
シルドデカノイル基、２，４，１０，１４－テトラメチルペンタノイル基、１８－メチル
ノナデカノイル基、３，７，１１，１５－テトラ－メチルヘキサデカノイル基、１９－メ
チルエイコサノイル基等を例示することができる。
【００３８】
　また、好ましい実施の形態におけるＲ４、Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９で表される、環構造
を含まない、２つ以上の分岐を有する炭素数６～９のアシル基としては、２，２－ジメチ
ルブタノイル基、３，３－ジメチルブタノイル基、２，２－ジメチルペンタノイル基、４
，４－ジメチルペンタノイル基、２，２－ジメチルヘキサノイル基、２，２，３－トリメ
チルペンタノイル基、３，５，５－トリメチルヘキサノイル基等を例示することができる
。
【００３９】
　一般式（ＩＩ）においてＸで表される、三価アルコールから誘導される基は、三価アル
コールから、ＯＨ基が離脱した基であれば特に限定されないが、グリセリン、トリメチロ
ールプロパン、トリメチロールエタンからなる群から選択される三価アルコールから、Ｏ
Ｈ基が離脱した基が好適に例示できる。
【００４０】
　また、一般式（ＩＩＩ）においてＹで表される、四価アルコールから誘導される基は、
四価アルコールから、ＯＨ基が離脱した基であれば特に限定されないが、ジグリセリン、
ペンタエリスリトール、エリスリトール、Ｄ－トレイトール、Ｌ－トレイトールからなる
群から選択される四価アルコールから、ＯＨ基が離脱した基が好適に例示できる。
【００４１】
　本発明においては、構成単位ＩＩを含む水溶性コポリマーを用いることが特に好ましい
。
　また、本発明のより好ましい実施の形態では、一般式（ＩＩ）で表される疎水性モノマ
ーは、下記一般式（Ｖ）で表される疎水性モノマーである。
【００４２】
一般式（Ｖ）
【化８】

（Ｖ）
（一般式（Ｖ）中Ｒ１３、Ｒ１４は、同一でも異なっていてもよく、環構造を含まない、
分岐を有する、炭素数１６～２２のアシル基を表す。Ｚは三価のアルコールからＯＨ基が
脱離した基を表す。）
【００４３】
　一般式（Ｖ）のＲ１３、Ｒ１４のアシル基の炭素数は１２～２２、より好ましくは１４
～２０、さらに好ましくは１６～２０である。
　また、一般式（Ｖ）のＲ１３、Ｒ１４のアシル基の主鎖の炭素数は、好ましくは９～２
１、より好ましくは１２～２０、さらに好ましくは１６～１８である。
　また、一般式（Ｖ）のＲ１３、Ｒ１４のアシル基における分岐の数は好ましくは１～３
、より好ましくは１又は２、さらに好ましくは１である。
　さらに、一般式（Ｖ）のＲ１３、Ｒ１４のアシル基において、分岐鎖が結合する主鎖の
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炭素の位置番号は大きいほど好ましい。具体的には、分岐鎖は主鎖端部の炭素から、好ま
しくは１～３個目の炭素、より好ましくは１又は２個目の炭素、さらに好ましくは１個目
の炭素に結合していることが好ましい。
【００４４】
　Ｒ１３、Ｒ１４として具体的には、１０－メチルウンデカノイル基、１０－メチルドデ
カノイル基、１１－メチルドデカノイル基，１０－エチルウンデカノイル基、１２－メチ
ルトリデカノイル基、１２－メチルテトラデカノイル基、１４－メチルペンタデカノイル
基、１６－メチルヘプタデカノイル基、２，４，１０，１４－テトラメチルペンタノイル
基、１８－メチルノナデカノイル基、３，７，１１，１５－テトラ－メチルヘキサデカノ
イル基、１９－メチルエイコサノイル基等を好適に例示することができる。
【００４５】
　一般式（Ｖ）においてＺで表される、三価アルコールから誘導される基は、三価アルコ
ールから、ＯＨ基が離脱した基であれば特に限定されないが、グリセリン、トリメチロー
ルプロパン、トリメチロールエタンからなる群から選択される三価アルコールから、ＯＨ
基が離脱した基が好適に例示できる。
【００４６】
（２）親水性モノマー
　本発明における親水性モノマーとしては、重合性カルボン酸、並びに前記一般式（ＩＶ
）、下記一般式（ＶＩ）、下記一般式（ＶＩＩ）及び下記一般式（ＶＩＩＩ）で表される
化合物を用いることができる。
【００４７】
（２－１）重合性カルボン酸
　本発明において、重合性カルボン酸又はその塩としては、具体的には、アクリル酸、メ
タクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、フマル酸及びそのナトリウム塩、カリウム塩、ア
ンモニウム塩、アミン塩等が例示できる。これらの中では、重合性が高いことから、アク
リル酸、メタクリル酸及びその塩が特に好ましい。本発明の水溶性コポリマーに重合性の
カルボン酸の塩から誘導される構成単位を導入する場合は重合性カルボン酸を予め塩とな
し、重合反応を行っても良いし、重合反応により、重合性カルボン酸から誘導される構成
単位を水溶性コポリマーに誘導した後、塩基により中和して塩となしてもよい。
【００４８】
（２－２）一般式（ＩＶ）で表される親水性モノマー
　前記一般式（ＩＶ）中、Ｒ１０は水素原子または炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｒ
１１は水酸基を有していてもよい炭素数２～４のアルキレン基を表し、Ｒ１２は水素原子
、炭素数６～１０の芳香族炭化水素基、炭素数１～１４の脂肪族炭化水素基又は炭素数１
～１２のアシル基を表す。ｎは６～４０の整数を表す。
【００４９】
　前記一般式（ＩＶ）においてＲ１０で表されるアルキル基としては、メチル基、エチル
基、プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基が例示できる。本発明において、Ｒ
１０は水素原子又はメチル基であることが好ましい。
【００５０】
　また、Ｒ１１で表されるアルキレン基としては、エチレン基、プロピレン基、イソプロ
ピレン基、２－ヒドロキシプロピレン基、１－ヒドロキシ－２－メチルエチレン基、２－
ヒドロキシ－１－メチルエチレン基などが例示できるが、これらのうち、好ましくはエチ
レン基又はプロピレン基であり、より好ましくはエチレン基である。 
【００５１】
　また、Ｒ１２で表される基のうち、炭素数６～１０の芳香族基としては、フェニル基、
ベンジル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基等が例示でき；炭素数１～１４の脂肪
族炭化水素基としては、メチル基、エチル基、ブチル基、ターシャリーブチル基、ヘキシ
ル基、シクロへキシル基、オクチル基、２－エチルへキシル基、ラウリル基などが好適に
例示でき；炭素数１～１２のアシル基としては、フォルミル基、アセチル基、プロピオニ
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ル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、ラウロイル基などが好適に例示できる
。これらのうち、Ｒ５で表される基として好ましくは炭素数１～１４の脂肪族炭化水素基
であり、より好ましくは炭素数１～１２のアルキル基である。
【００５２】
　さらに、一般式（ＩＶ）におけるｎは６～４０の数値範囲である。
【００５３】
　前記一般式（ＩＶ）で表されるモノマーのうち、Ｒ１１がプロピレン基であるモノマー
として具体的には、ポリプロピレングリコール（９）モノアクリレート、ポリプロピレン
グリコール（１３）モノアクリレート、ポリプロピレングリコール（９）モノメタクリレ
ート、ポリプロピレングリコール（１３）モノメタクリレート等が挙げられる。なお、括
弧内の数字はＮを表す。これらのポリマーの多くは市販品として入手可能である。これら
市販品としては、具体的には、商品名「ブレンマー」ＡＰ－４００、ＡＰ－５５０、ＡＰ
－８００、ＰＰ－５００、ＰＰ－８００（いずれも日本油脂（株）製）等が例示できる。
【００５４】
　前記一般式（ＩＶ）で表されるモノマーのうち、Ｒ１１がエチレン基であるモノマーと
して具体的には、ポリエチレングリコール（１０）モノアクリレート、ポリエチレングリ
コール（８）モノメタクリレート、ポリエチレングリコール（２３）モノアクリレート、
ポリエチレングリコール（２３）モノメタクリレート、メトキシポリエチレングリコール
（９）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（９）メタクリレート、メトキシ
ポリエチレングリコール（２３）メタクリレート、オレイロキシポリエチレングリコール
（１８）メタクリレート、ラウロキシポリエチレングリコール（１８）アクリレート、ラ
ウロイロキシポリエチレングリコール（１０）メタクリレート、ステアロキシポリエチレ
ングリコール（３０）モノメタクリレート等が挙げられる。
【００５５】
　上述の親水性モノマーは、対応するポリエチレングリコール、ポリエチレングリコール
モノエーテル、ポリエチレングリコールモノエステルとアクリル酸又はメタクリル酸のク
ロライド又は無水物とのエステル化反応により高収率で得ることができる。また、既に市
販品も多数存在するので、かかる市販品を利用することも可能である。このような市販品
としては、具体的に、商品名ブレンマー、ＡＥ－４００、ＰＥ－３５０、ＡＭＥ－４００
、ＰＭＥ－４００、ＰＭＥ－１０００、ＡＬＥ－８００、ＰＳＥ－１３００等（いずれも
日本油脂（株）製）等が例示できる。
【００５６】
（２－３）一般式（ＶＩ）で表される親水性モノマー
　本発明における親水性モノマーとして、下記一般式（ＶＩ）で表される親水性モノマー
を用いても良い。
【００５７】
（一般式ＶＩ）
【化９】

（ＶＩ）
（一般式（ＶＩ）中Ｒ１５は水素原子またはメチル基をあらわす。）
【００５８】
　前記一般式（ＶＩ）で表される親水性モノマーとして具体的には、２－アクリロイルオ
キシエチルホスホリルコリン（ＡＰＣ）、２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコ
リン（ＭＰＣ）が挙げられる。これらのモノマーは、例えば、Polymer Journal, Vol22, 
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No.5 記載の以下の方法により、合成が可能である。
＜合成法＞
　２－ブロモエチルホスホリルジクロリドと２－ヒドロキシエチルメタクリレート又は２
－ヒドロキシエチルアクリレートとを反応させ、２－メタクリロイルオキシエチル－２´
－ブロモエチルリン酸又は２－アクリロイルオキシエチル－２´－ブロモエチルリン酸を
得た後、これら化合物とトリエチルアミンをメタノール中で反応させる。
【００５９】
（２－４）一般式（ＶＩＩ）で表される親水性モノマー
　本発明における親水性モノマーとして、下記一般式（ＶＩＩ）で表される親水性モノマ
ーを用いても良い。
【００６０】
一般式（ＶＩＩ）
【化１０】

（ＶＩＩ）
（一般式（ＶＩＩ）中Ｒ１６は水素原子またはメチル基を、Ｇ－Ｏ－は還元糖の１位の水
酸基より水素を除いた基を表す。ｍは２又は３を、ｌは１～５の整数を表す。）
【００６１】
　一般式（ＶＩＩ）で表される親水性モノマーにおいて、Ｇ－Ｏ－で表される還元糖の１
位の水酸基より水素を除いた基の還元糖としては、具体的には、グルコース、マンノース
、ガラクトース、アラビノース、キシロース、リボースなどの単糖、マルトース、ラクト
ース、セロビオース等の２糖、マルトトリオース等の３糖、マルトオリゴ糖等のオリゴ糖
からなる群から選択される一種または二種以上が例示されるが、中でも、グルコース、ガ
ラクトース、アラビノース、キシロース、リボース、マルトース、ラクトースセロビオー
スからなる群から選択される一種または二種以上が好ましく、グルコースが特に好ましい
。また、一般式（ＶＩＩ）で表されるモノマーとしては、グルコシルオキシエチルメタク
リレート（以下ＧＥＭＡと省略する。）またはグルコシルオキシエチルアクリレート（以
下ＧＥＡと省略する。）が好ましい。
【００６２】
（２－５）一般式（ＶＩＩＩ）で表される親水性モノマー
　本発明における親水性モノマーとして、下記一般式（ＶＩＩＩ）で表される親水性モノ
マーを用いても良い。
【００６３】
一般式（ＶＩＩＩ）

【化１１】
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（一般式（ＶＩＩＩ）中Ｒ１７は水素原子またはメチル基を、Ｒ１８はアミノ酸残基、ポ
リアミン残基又はアミノアルコール残基を表す。Ｑは酸素原子又はＮＨで表される基を表
す。）
【００６４】
一般式（ＶＩＩＩ）のモノマーにおいて、Ｒ１８で表されるアミノ酸残基のアミノ酸とし
ては、通常知られているアミノ酸であれば、特に限定されず、具体的には、グリシン、ア
ラニン、グルタミン、リジン、アルギニン等が例示される。これらのうちでは、得られる
水溶性コポリマーが、皮膚バリアーの回復効果に優れるので、リジン残基が特に好ましい
。
【００６５】
　また、Ｒ１８で表されるポリアミン残基におけるポリアミンとは、同一分子内にアルキ
ル基で置換されていても良いアミノ基を２個以上有するアミンを意味し、具体的には、ジ
アミン、トリアミン、テトラアミン又はこれらのアミノ基の水素原子がアルキル基で置換
されているアミンが例示される。これらのうちでは、得られる水溶性コポリマーを含有す
る皮膚外用剤の使用感が特に優れることから、ジアミンが好ましく、特に好ましい具体例
として、合成する際の原料の入手の容易さから、エチレンジアミン、１，４－ジアミノ－
ｎ－ブタン、１，６－ジアミノ－ｎ－ヘキサン等が挙げられる。
【００６６】
　さらに、Ｒ１８で表されるアミノアルコール残基におけるアミノアルコールとは、同一
分子内にアルキル基で置換されていても良いアミノ基及びアルコール性の水酸基を有する
化合物を意味する。アミノアルコールとしては、通常知られているものであれば、特に限
定はされないが、具体例としては、エタノールアミン、トリエチルアミノエタノール等が
例示される。
【００６７】
　一般式（ＶＩＩＩ）で表されるモノマーの塩としては、特に限定はされないが、具体的
には、酸部分を塩基で中和した、ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、アミン塩
等、また、アミノ基部分を酸で中和した、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩、クエン酸
塩、蓚酸塩、炭酸塩等が例示できる。本発明の水溶性コポリマーに一般式（ＶＩＩＩ）で
表されるモノマーの塩から誘導される構成単位を導入する場合は一般式（ＶＩＩＩ）で表
されるモノマーを予め塩となし、重合反応を行っても良いし、重合反応により、一般式（
ＶＩＩＩ）で表されるモノマーから誘導される構成単位を水溶性コポリマーに誘導した後
、中和して塩となしてもよい。
【００６８】
　一般式（ＶＩＩＩ）で表されるモノマー、その塩の具体例としては、以下の構造を有す
る化合物、その塩が好適に例示できる。
【００６９】
【化１２】

【００７０】
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【化１３】

【００７１】
【化１４】

【００７２】
【化１５】

【００７３】
【化１６】

【００７４】
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【化１７】

【００７５】
【化１８】

【００７６】

【化１９】

【００７７】
【化２０】

【００７８】
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【化２１】

【００７９】
【化２２】

【００８０】
　一般式（ＶＩＩＩ）で表される親水性モノマーは、例えば、下記に示すように（メタ）
アクリル酸、（メタ）アクリル酸クロライドを用いたエステル化反応、アミド化反応によ
り合成可能である。

【化２３】

【化２４】

（反応式中Ｒ１７は水素原子またはメチル基を、Ｒ１８はアミノ酸残基、ポリアミン残基
又はアミノアルコール残基を表す。Ｑは酸素原子又はＮＨで表される基を表す。）
【００８１】
　上述の通り、本発明において親水性ポリマーとしては、前記一般式（ＩＶ）、前記一般
式（ＶＩ）、前記一般式（ＶＩＩ）、及び前記一般式（ＶＩＩＩ）を用いることができる
。
　本発明の好ましい実施の形態では、水溶性コポリマーは前記一般式（ＩＶ）から誘導さ
れる構成単位ＩＶを含む。
【００８２】
（３）水溶性コポリマー
　本発明においては、構成単位ＩＩと構成単位ＩＶを有する水溶性コポリマーを好ましく
用いることができる。また、より好ましくは構成単位Ｖと構成単位ＩＶを有する水溶性コ
ポリマーを用いる。
　このような水溶性コポリマーのうち、特に好ましくは（メタクリル酸メトキシＰＥＧ－
２３／ジイソステアリン酸メタクリル酸グリセリル）コポリマーを用いる。
　このような水溶性コポリマーを含有することにより、使用後のつっぱり感のより少ない
皮膚洗浄料を提供することができる。
【００８３】
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　（メタクリル酸メトキシＰＥＧ－２３／ジイソステアリン酸メタクリル酸グリセリル）
コポリマーは、構成単位（ａ）として、前記一般式（Ｖ）で表される疎水性モノマーのう
ち、Ｒ１３、Ｒ１４が１６－メチルヘプタデカノイル基である疎水性モノマーから誘導さ
れる構成単位（ａ）を主として含む。
　また、構成単位（ｂ）として、前記一般式（ＩＶ）で表される親水性モノマーのうち、
Ｒ１０がメチル基、Ｒ１１がエチレン基、Ｒ１２がメチル基、ｎが２３である親水性モノ
マーから誘導される構成単位（ｂ）を主として含む。
【００８４】
　本発明においては、水溶性コポリマーにおける、構成単位（ａ）の全構成単位に占める
割合は、好ましくは１～６０質量％、より好ましくは１０～５０質量％、２０～４０質量
％である。
　水溶性コポリマーにおける、構成単位（ａ）が占める割合を前記範囲とすることによっ
て、使用後のつっぱり感がより低減された皮膚洗浄料を提供することができる。
【００８５】
　本発明においては、水溶性コポリマーにおける、構成単位（ｂ）の全構成単位に占める
割合は、好ましくは４０～９９質量％、より好ましくは５０～９０質量％、６０～８０質
量％である。
　水溶性コポリマーにおける、構成単位（ｂ）が占める割合を前記範囲とすることによっ
て、使用後のつっぱり感がより低減された皮膚洗浄料を提供することができる。
【００８６】
　本発明においては、水溶性コポリマーを構成する、構成単位（ａ）と構成単位（ｂ）の
質量比は、好ましくは１：９９～６０：４０、より好ましくは１０：９０～５０：５０、
さらに好ましくは２０：８０～４０：６０である。
【００８７】
　また、水溶性コポリマーを構成する、構成単位（ａ）と構成単位（ｂ）のモル比は、好
ましくは１：９９～７１：２９、より好ましくは１５：８５～６２：３８、さらに好まし
くは２９：７１～５２：４８、さらに好ましくは３５：６５～４５:５５である。
　水溶性コポリマーにおける構成単位（ａ）及び構成単位（ｂ）の質量比及びモル比を前
記範囲とすることによって、つっぱり感の低減効果により優れた水溶性コポリマーとする
ことができる。
【００８８】
　本発明においては、水溶性コポリマーの平均分子量は、好ましくは２００００～１１０
０００、より好ましくは２００００～８００００、より好ましくは３００００～８０００
０、より好ましくは４００００～７００００、さらに好ましくは５００００～７００００
、さらに好ましくは５７０００～６６０００である。
　なお、ここで平均分子量とは、ＧＰＣにより測定したポリスチレン換算の重量平均分子
量のことをいう。
【００８９】
＜２＞皮膚洗浄料
（１）剤型
　皮膚洗浄料とは洗浄成分を含む組成物のことをいい、皮脂などの皮膚の汚れを落とすこ
とを目的に使用される。このように、皮膚洗浄料は皮膚に存在する皮脂を落とす作用があ
るため、使用後に肌につっぱり感を生じさせるという問題点を有している。
　本発明の皮膚洗浄料は、上述の水溶性コポリマーを含むことを特徴とする。本発明によ
れば、皮膚洗浄料が本来有する洗浄力を阻害せずに、または、向上させながら、使用後の
肌のつっぱり感を低減させることができる。
【００９０】
　本発明の皮膚洗浄料の剤形としては、通常皮膚洗浄料に使用されている剤形であれば、
特段の限定無く適用することができる。通常の皮膚洗浄料には、固形状、パウダー状、ク
リーム状、液状、ジェル状の皮膚洗浄料等が存するが、本発明はいずれの剤形にも適用す
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ることができる。
【００９１】
　剤形がクリーム状、液状、ジェル状等の液体である皮膚洗浄料における上述の水溶性コ
ポリマーの含有量は、好ましくは０．１～２０質量％、より好ましくは０．５～１０質量
％、さらに好ましくは１～３質量％である。
　上述の水溶性コポリマーの含有量を前記範囲とすることによって、皮膚洗浄料が本来持
つ洗浄力を阻害することなく、使用後の肌のつっぱり感をより低減することができる。
【００９２】
　皮膚洗浄料は、泡立てて使用するタイプのものと、泡立てないで使用するタイプものと
に分けることができる。本発明はどちらのタイプの皮膚洗浄料に適用したとしても、皮膚
洗浄料が本来持つ洗浄力を阻害することなく、使用後の肌のつっぱり感を低減することが
できる。
【００９３】
　泡立てて使用するタイプの皮膚洗浄料において、上述の水溶性コポリマーの含有量は、
泡立ちの良さを向上させる観点から、０．１質量％以上、より好ましくは０．５質量％以
上、さらに好ましくは０．８質量％以上、さらに好ましくは１質量％以上である。
　また、使用後の肌のぬめり感の低減の観点からは、上述の水溶性コポリマーの含有量は
、好ましくは２０質量％以下、より好ましくは１０質量％以下、さらに好ましくは３質量
％以下、さらに好ましくは１質量％以下である。
　泡立てて使用するタイプの皮膚洗浄料としては、クリーム状の皮膚洗浄料が好ましく挙
げられる。
【００９４】
　泡立てないで使用するタイプの皮膚洗浄料においては、上述の水溶性コポリマーの含有
量は、肌へののばしやすさを向上させる観点から、好ましくは０．１～１０質量％、より
好ましくは０．５～５質量％、さらに好ましくは０．６～３質量％、さらに好ましくは０
．７～２質量％である。
　泡立てないで使用するタイプの皮膚洗浄料としては、ジェル状の皮膚洗浄料が好ましく
挙げられる。
【００９５】
（２）界面活性剤を含む皮膚洗浄料
　洗浄成分として界面活性剤を含む皮膚洗浄料は強い洗浄力を有する反面、使用後の肌の
つっぱり感が強いという問題がある。そのため、界面活性剤を含む皮膚洗浄料に本発明を
適用することが好ましい。
【００９６】
　本発明の皮膚洗浄料に含有することができる界面活性剤としては、通常皮膚洗浄料に用
いられているものであれば特に限定はされず、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性
剤の何れであっても用いることができる。
【００９７】
　イオン性界面活性剤としては、陰イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、両性界
面活性剤及び非イオン性界面活性剤の何れであっても用いることができる。
【００９８】
　陰イオン性界面活性剤としては、例えば、脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム、脂肪酸
トリエタノールアミン等の脂肪酸石鹸、ポリオキシエチレン基を有していても良い、ラウ
リル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミンなどの
、ポリオキシエチレン基を有していても良いアルキル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレ
ン基を有していても良い、ラウリルリン酸ナトリウム、ラウリルリンカリウム、ラウリル
リントリエタノールアミンなどの、ポリオキシエチレン基を有していても良いアルキルリ
ンエステル塩、スルホコハク酸アルキルエステル塩などが好ましく例示できる。
【００９９】
　陰イオン性界面活性剤としては、例えば、アルキルトリメチルアンモニウム塩、アルキ
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ルピリジニウム塩、塩化ジステアリルジメチルアンモニウムジアルキルジメチルアンモニ
ウム塩、塩化ポリ（Ｎ，Ｎ’－ジメチル－３，５－メチレンピペリジニウム）、アルキル
四級アンモニウム塩、アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩、アルキルイソキノリニ
ウム塩、ジアルキルモリホニウム塩、ＰＯＥ－アルキルアミン、アルキルアミン塩、ポリ
アミン脂肪酸誘導体、アミルアルコール脂肪酸誘導体、塩化ベンザルコニウム、塩化ベン
ゼトニウム等を好ましく例示できる。
【０１００】
　両性界面活性剤としては、両性界面活性剤としては、イミダゾリン系両性界面活性剤、
ベタイン系界面活性剤等が挙げられる。
【０１０１】
　非イオン性界面活性剤としては、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エ
ステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポ
リオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エス
テル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンラノリン・ラ
ノリンアルコール・ミツロウ誘導体、ポリオキシエチレンヒマシ油・硬化ヒマシ油、ポリ
オキシエチレンステロール・水素添加ステロール、ポリオキシエチレンアルキルエーテル
、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪
酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油脂肪酸エステル、ポリオキシエチレントリメチロールプロパン脂肪酸エステ
ル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレ
ンポリオキシプロピレンブロック共重合体、有機変性シリコーン等を好ましく例示するこ
とができる。
【０１０２】
　これら界面活性剤の含有量は特に限定されず、界面活性剤の種類によって適宜設定する
ことができる。
　以下、脂肪酸石鹸を含む形態、非イオン性界面活性剤を含む形態及びジェル状の形態の
皮膚洗浄料について、より具体的に説明する。
【０１０３】
（２－１）脂肪酸石鹸を含む皮膚洗浄料
　本発明は脂肪酸石鹸を含む皮膚洗浄料に適用することで、かかる皮膚洗浄料の有する良
質な泡立ち、クリーミーな泡質を損なうことなく、使用後の肌のつっぱり感を低減するこ
とができる。
【０１０４】
　脂肪酸石鹸を含む皮膚洗浄料の形態は、固形状、液状、クリーム状の何れでもよいが、
液状又はクリーム状の形態とすることが好ましい。特に、泡立てて使用するクリーム状の
皮膚洗浄料の形態とすることが好ましい。
【０１０５】
　脂肪酸石鹸を構成する脂肪酸としては、皮膚洗浄料に適用することができるものであれ
ば特に限定されず、飽和若しくは不飽和のいずれであってもよく、炭素数８～２４、特に
１０～２２のものが好ましい。好ましいものの具体例としては、ラウリン酸、ミリスチン
酸、パルミチン酸、ステアリン酸、イソステアリン酸、オレイン酸、ヒドロキシステアリ
ン酸、ヒドロキシデセン酸、ヤシ油脂肪酸、還元ヤシ油脂肪酸、牛脂脂肪酸、還元牛脂脂
肪酸、パーム核脂肪酸などが挙げられる。これらの脂肪酸の中でも、泡立ち、安全性、安
定性の面から、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸から選択される１種又は２種
以上を含有することが好ましく、特にミリスチン酸とパルミチン酸とステアリン酸の３種
を用いることが好ましい。これらの高級脂肪酸と塩を形成するアルカリ剤としては、ナト
リウム、カリウムなどのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、モノエタノールアミン塩、ジ
エタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、２－アミノ－２－メチルプロパノール、
２－アミノ－２－メチルプロパンジオールなどのアルカノールアミン塩、リジン、アルギ
ニンなどの塩基性アミノ酸塩等が挙げられる。
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【０１０６】
　皮膚洗浄料に含まれる脂肪酸の含有量は特に制限されない。クリーム状の皮膚洗浄料と
する場合には、脂肪酸の含有量は、好ましくは１０～７０質量％、より好ましくは２０～
６０質量％、さらに好ましくは３０～５０質量％とすることができる。
【０１０７】
　皮膚洗浄料の使用後のつっぱり感を低減する観点から、上述の水溶性コポリマーと脂肪
酸の含有質量の比は、好ましくは１：５００～１：２、より好ましくは１：２００～１：
３、さらに好ましくは１：１００～１：５である。
　また、泡立ちの良さを向上させる観点から、上述の水溶性コポリマーと脂肪酸の含有質
量の比は、好ましくは１：２００～１：２、より好ましくは１：１００～１：５、さらに
好ましくは１：５０～１：１０とする。
　また、使用後の肌のぬめり感の低減の観点からは、上述の水溶性コポリマーと脂肪酸の
含有質量の比は、好ましくは１：５００～１：１０、より好ましくは１：２００～１：２
０、さらに好ましくは１：１００～１：５０とする。
【０１０８】
（２－２）非イオン性界面活性剤を含む皮膚洗浄料
　本発明は、非イオン性界面活性剤を含む皮膚洗浄料に適用する場合であっても使用後の
肌のつっぱり感を効果的に低減することができる。非イオン性界面活性剤としては、上述
のものを制限なく用いることができる。
【０１０９】
　非イオン性界面活性剤を含む形態においては、使用後のつっぱり感を低減する観点から
、上述の水溶性コポリマーの含有量は、好ましくは０．１質量％以上、さらに好ましくは
０．５質量％以上、さらに好ましくは１質量％以上である。
　また、洗浄力を向上させる観点からは、上述の水溶性コポリマーの含有量は、好ましく
は０．５質量％以上、より好ましくは１質量％以上、さらに好ましくは２質量％以上、さ
らに好ましくは３質量％以上である。
【０１１０】
　皮膚洗浄料の使用後のつっぱり感を低減する観点から、上述の水溶性コポリマーと非イ
オン性界面活性剤の含有質量の比は、好ましくは１：２０～１：０．５、より好ましくは
１：１０～１：０．７、さらに好ましくは１：５～１：１とする。
　また、洗浄力を向上させる観点からは、上述の水溶性コポリマーと非イオン性界面活性
剤の含有質量の比は、好ましくは１：１０～１：０．５、より好ましくは１：５～１：０
．５、より好ましくは１：３～１：０．６、さらに好ましくは１：１．５～１：０．７と
する。
【０１１１】
　また、非イオン性界面活性剤を含むジェル状の皮膚洗浄料とする場合には、使用時にお
ける肌へののばしやすさを向上させる観点から、上述の水溶性コポリマーと非イオン性界
面活性剤の含有質量の比は、好ましくは１：１５～１：０．７、より好ましくは１：１０
～１：１、さらに好ましくは１：７～１：３とする。
【０１１２】
（３）その他
　本発明の皮膚洗浄料においては、上述の成分以外に、通常皮膚外用剤で使用される任意
成分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油
、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー
油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロ
ウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリ
ン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィン
、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロ
クリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミ
リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類
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；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアル
コール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の
高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン
酸ヘキシルデシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸
エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカ
ン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸
トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－
エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン
、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；
オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチ
ルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリ
エーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン
等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類；ポリエチレングリコール、グリセ
リン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マ
ルチトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレ
ングリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサ
ンジオール、１，２－オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナ
トリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ
、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリ
カ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベ
ンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機
顔料類；表面を処理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパ
ール剤類；レーキ化されていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色
４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０
１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０
１号、赤色２０４号等の有機色素類；ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノ
ポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アン
トラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤、；桂皮酸系紫外線吸収剤、；ベ
ンゾフェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－
オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイル
メタン等の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタ
ミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ
6ジオクタノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその
誘導体等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロー
ル、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸
、パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌
剤などが好ましく例示できる。
【０１１３】
　本発明の皮膚洗浄料は上記各成分を常法に従って処理することによって製造することが
できる。
【０１１４】
　本発明は洗顔料に適用することが好ましい。本発明によれば、洗顔後に肌のつっぱり感
を感じにくい洗顔料を提供することができる。
【実施例】
【０１１５】
＜製造例１＞
　以下に示す処方に従って、実施例１～３及び比較例１、２の洗顔料を製造した。即ち、
イ、ロの成分をそれぞれ８０℃に加温し、攪拌下イにロを加え攪拌し、冷却することで洗
顔料を得た。
　なお、水溶性コポリマーとしては、疎水性モノマーであるグリセリルジイソステアレー
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トメタクリレートと、親水性モノマーであるメタクリル酸メトキシＰＥＧ－２３を、およ
そ３：７のモル比で共重合させた、平均分子量６１０００の（グリセリルジイソステアレ
ートメタクリレート／メタクリル酸メトキシＰＥＧ－２３）コポリマーを用いた。
【０１１６】
【表１】

【０１１７】
＜試験例１＞
　熟練した評価者に、実施例１～３及び比較例１、２の洗顔料を用いて洗顔をさせ、使用
時における泡立ち及びその泡質と、洗顔後の肌のつっぱり感の無さ及びぬめり感の無さを
以下の評価基準によって評価させた。結果を表１に示す。
・泡立ち
◎・・・非常によく泡立つ
○・・・よく泡立つ
△・・・泡立ちが弱い
×・・・泡立たない
 
・泡質
◎・・・非常にクリーミーな泡質である
○・・・クリーミーな泡質である
△・・・あまりクリーミーではない
×・・・クリーミーではない
 
・つっぱり感の無さ
◎・・・つっぱり感が無い
○・・・つっぱり感がほとんどない
△・・・つっぱり感がある
×・・・強いつっぱり感がある
 
・ぬめり感の無さ
◎・・・ぬめり感が無い
○・・・ぬめり感がほとんど無い
△・・・ぬめり感がある
×・・・強いぬめり感がある
【０１１８】
　表１に示す通り、比較例１の洗顔料は洗顔後に肌に強いつっぱり感がある一方、実施例
１～３の洗顔料は洗顔後につっぱり感がほとんどなかった。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーによって、脂肪酸石鹸に起因する肌のつっぱり感が低減された
ことを示している。
【０１１９】
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　また、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシＰＥＧ
－２３）コポリマーに代えて、水溶性高分子であるカルボキシメチルセルロースを含む比
較例２の洗顔料においては、脂肪酸石鹸の利点である良好な泡立ちが見られなかった。一
方、実施例１～３の洗顔料は良好な泡立ちを示した。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーによれば、脂肪酸石鹸の良好な泡立ちを阻害することなく、使
用後の肌のつっぱり感を低減することができることを示している。
　また、表１に示すように、実施例２及び３の洗顔料は、比較例１の洗顔料よりも優れた
泡立ちを示した。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーの含有量を０．８質量％以上とすることによって、脂肪酸石鹸
の泡立ちを向上させることができることを示している。
【０１２０】
　また、表１に示すように、比較例２の洗顔料は洗顔後に肌に強いぬめり感があった。一
方、実施例１～３の洗顔料は洗顔後にぬめり感がほとんど無かった。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーによれば、ぬめり感を生じることなく、皮膚洗浄料の使用後の
肌のつっぱり感を低減することができることを示している。
　また、表１に示すように、実施例１及び２の洗顔料は、実施例３の洗顔料よりもぬめり
感の無さに優れている。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーの含有量を３質量％以下とすることによって、ぬめり感を生じ
ることなく、皮膚洗浄料の使用後の肌のつっぱり感を低減することができることを示して
いる。
【０１２１】
＜製造例２＞
　表２に示す成分を撹拌混合することによって、実施例４～７及び比較例３～５のジェル
洗顔料を得た。
【０１２２】
【表２】

【０１２３】
＜試験例２＞
　試験例１と同じく、熟練した評価者に、ジェル洗顔料を用いて洗顔をさせ、洗浄力、使
用時における肌へののばしやすさ、洗顔後の肌のつっぱり感の無さを以下の評価基準によ
って評価させた（つっぱり感の無さの評価基準は試験例１と同じ）。結果を表２に示す。
・洗浄力
◎・・・洗浄力が非常に強い
○・・・洗浄力が強い
△・・・洗浄力が弱い
×・・・洗浄力が非常に弱い
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・肌へののばしやすさ
◎・・・非常にのばしやすい
○・・・のばしやすい
△・・・のばしにくい
×・・・非常にのばしにくい
【０１２４】
　表２に示すように、比較例３及び４のジェル洗顔料は洗顔後に肌に強いつっぱり感があ
る一方、実施例４～７の洗顔料は洗顔後につっぱり感がほとんどなかった。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーによって、非イオン性界面活性剤に起因する肌のつっぱり感が
低減されたことを示している。
　また、表２に示す通り、実施例５及び６のジェル洗顔料は、実施例４のジェル洗顔料と
比較して、使用後の肌のつっぱり感の低減効果に優れている。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーの含有量を０．７質量％以上とすることによって、より効果的
に使用後の肌のつっぱり感を低減することができることを示している。
【０１２５】
　また、表２に示す通り、実施例４～７のジェル洗顔料は、比較例３～５のジェル洗顔料
と比較して洗浄力に優れる。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーによれば、非イオン性界面活性剤を含む皮膚洗浄料の洗浄力を
向上させることができることを示している。
　さらに、実施例６のジェル洗顔料は、実施例４及び５のジェル洗顔料と比較して洗浄力
に優れる。
　この結果は（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシＰ
ＥＧ－２３）コポリマーの含有量を２質量％以上とすることによって、非イオン性界面活
性剤を含む皮膚洗浄料の洗浄力を向上させることができることを示している。
【０１２６】
　また、表２に示す通り、実施例５のジェル洗顔料は、実施例４及び６のジェル洗顔料と
比較して肌へののばしやすさに優れている。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーの含有量を０．６～３質量％とすることによって、ジェル洗顔
料の使用時における肌へののばしやすさを向上させることができることを示している。
【０１２７】
　また、実施例２のジェル洗顔料と実施例４のジェル洗顔料は、非イオン性界面活性剤の
含有量は等しいが、その種類が異なる。しかし、表２に示す通り、これら２種類のジェル
洗顔料は、洗浄力、肌へののばしやすさ、つっぱり感の無さにおいて、同等の効果を示し
た。
　この結果は、（グリセリルジイソステアレートメタクリレート／メタクリル酸メトキシ
ＰＥＧ－２３）コポリマーを皮膚洗浄料に含有させることによる有利な効果は、皮膚洗浄
料に含まれる界面活性剤の種類に左右されないことを示している。
【０１２８】
　試験例１及び２の結果は、本発明によれば皮膚洗浄料の使用後の肌のつっぱり感を低減
することができることを示している。
　また、本発明によれば、良質な泡立ち、クリーミーな泡質、洗浄力、また、肌へののば
しやすさ等、皮膚洗浄料が本来有する有利な効果を損なわず、または、向上させながら使
用後の肌のつっぱり感を低減することができることを示している。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　本発明は洗顔料に応用することができる。
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